
 亀 山 市 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 元 年 １ １ 月 ２ ９ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ２ ６ 号  

 

亀 山 市 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則  

 

亀 山 市 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 １ ７ 年

亀 山 市 規 則 第 ６ ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ ３ 条 第 ６ 号 中 「 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 イ か ら ヌ ま で 」 を 「 第 ７

条 第 ５ 項 第 ４ 号 イ か ら ル ま で 」 に 改 め る 。  

第 １ ８ 条 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 イ か ら ト ま で 」 を

「 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 イ か ら チ ま で 」 に 改 め る 。  

様 式 第 ２ 号 及 び 様 式 第 ４ 号 中 「 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 イ か ら ヌ ま で 」  

を 「 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 イ か ら ル ま で 」 に 改 め る 。  

様 式 第 ９ 号 中 「 第 ７ 条 第 ５ 項 第 ４ 号 イ か ら ト ま で 」 を 「 第 ７ 条 第

５ 項 第 ４ 号 イ か ら チ ま で 」 に 改 め る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 １ ２ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  


